
 

青森市は、平成 8 年 10 月、全国で 8 番目に『男女共同参画都市』青森宣言を行い、まちづくりの基本視

点の一つと位置づけ、「男女が、互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別に関わりなく、そ

の個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会」の実現に向けて、着実に取組を進めてき

ました。 

 『私は私を大切に思うのと同じ重さであなたを大切に思う・・・』から始まる本宣言が 20 年を迎えた今、

改めて男女共同参画について考える機会としたいものです。 

「家
族
と
の
時
間
を
一番
に
！
」 
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青
森
市
の
昭
和
通
り
に
あ
る
「PENT 

HO
USE

（ペ
ン

ト
ハ
ウ
ス
）」。 

こ
こ
で
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
務
め
る
の
が
、 

対
馬
健
さ
ん
。
ラ
ン
チ
か
ら
深
夜
の
時
間
帯
ま
で
の
営
業
で 

幅
広
い
年
齢
層
に
人
気
の
カ
フ
ェ
・ダ
イ
ニ
ン
グ
バ
ー
。 

広
い
店
内
は
床
に
絨
毯
の
敷
か
れ
た
テ
ー
ブ
ル
も
あ
り
、 

お
昼
は
赤
ち
ゃ
ん
連
れ
で
も
ゆ
っ
く
り
食
事
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

「わ
た
し
イ
ク
メ
ン
な
ん
で
す
」
と
い
う
対
馬
さ
ん
は
、 

妻
智
子
さ
ん
と
８
歳
と
６
歳
の
女
の
子
の
良
き
パ
パ
。 

仕
事
が
終
わ
る
の
は
深
夜
に
な
る
そ
う
で
す
が
、ど
ん
な 

に
遅
く
帰
っ
て
も
朝
ご
飯
は
必
ず
み
ん
な
で
一緒
に
食
べ

る
、
家
事
は
夫
婦
で
得
意
な
事
を
そ
れ
ぞ
れ
分
担
す
る
の
が

ル
ー
ル
。 

「自
分
が
選
ん
だ
人
と
自
分
の
も
と
に
生
ま
れ
て
き
て
く

れ
た
子
ど
も
達
で
す
か
ら
。」
と
、
仕
事
以
外
は
家
族
と
の

時
間
を
一番
に
考
え
て
い
る
そ
う
で
す
。 

ギ
ュ
ー
ッ
と
中
身
の
濃
い
時
間
を
家
族
と
共
に
過
ご
し

て
い
る
と
い
う
、
温
か
い
笑
顔
が
印
象
的
な
対
馬
さ
ん
。 

 

対
馬
さ
ん
は
、自
分
で
意
識
は
し
て
い
な
い
も
の
の
固
定

的
な
性
別
役
割
分
担
意
識
を
解
消
し
、
ま
た
、
家
庭
の
中
で

の
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
の
男
女
共
同
参
画
を
意
識
し
た
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
が
、
地
域
や
職
場
な
ど
で
、
良
い
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
回
の
輝
き
び
と
に
ご
登
場
い
た
だ

き
ま
し
た
。 

男女共同参画情報紙  
                          ―性別･世代･時代を超えて― 
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 平成 28 年 2 月、本市では「青森市男女共同参画プラン

2020～あなたと私 ともに創る 元気都市あおもり～」

を策定しました。プランの理念は「男女共同参画都市」 

青森宣言。男女共同参画社会の実現に向け、プランでは 5

つの基本方向を掲げており、本号では、この 5 つの柱につ

いてわかりやすくご紹介します。 

配偶者控除が変わるようですが、どのようになるのでしょうか？ 
現在の配偶者控除は、配偶者の給与年収の要件を 103 万円としています。この年収制限が、就労調整の原因の一つになっているので、

パートタイム労働者の社会進出を促すため、配偶者控除のあり方が検討されていました。平成 29 年の税制改正で、この給与年収の要件
を 150 万円に引き上げ、高所得の世帯主を対象から外す年収制限が設けられました。この改正は、所得税は平成 30 年から、住民税は平
成 31 年度分から適用されます。 
 

世帯主の年収制限はどのように適用されますか？ 
給与年収が 1,120 万円を超えると控除額を段階的に減らし、1,220 万円で対象外となります。 

 
この改正で女性の社会進出は進むのでしょうか？ 
配偶者控除が女性の社会進出を阻害しているとの批判もあり、配偶者控除の改正となったのですが、まだ 

課題はあると思います。給与年収の制限が就労調整の一因だとすれば、年収 130 万円以上になると社会保険の 
被扶養者から外れてしまうという 130 万円の壁もあります。また、保育所の充実、親の介護、家庭での役割分 
担の見直しも必要だと思います。課題は沢山ありますが、労働人口の減少解決のためには、女性の活用は企業 
にとっても必要なことなので進んでいくと思います。 
 

＜プロフィール＞ 

茨城県生まれ。大学卒業後、東京で就職、出産の度に退職・就職を繰り返し、昭和 61 年より青森市に引越し、三上公認会計士・ 

税理士事務所副所長となる。その間、税理士試験に挑戦し、平成９年税理士登録。全国女性税理士連盟情報化特別委員長を務 

めている。 

※転載希望の方はご連絡ください。 

『 配偶者控除 』 

特 集 

アンジュールはフランス語で「ある日」という

意味。一人ひとりの「ある日」を紡いでいき

たいという願いを込めた情報紙です。 

 
青森市の男女共同参画拠点施設 

 
＊青森市男女共同参画プラザ 
               「カダール」＊ 

（青森市新町 1-3-7 アウガ 5・6Ｆ） 
【開館時間】9：00～22：00 
【休館日】毎月第 2水曜日 
【電話】017（776）8800 
【FAX】 017（776）8828 
 
＊青森市働く女性の家 
             「アコール」＊ 

（青森市勝田 1-1-2）  
【開館時間】9：00～22：00 
【休館日】毎月第 2日曜日 
【電話/FAX】 017（723）1700 
 

 
●青森市配偶者暴力相談支援センター● 

 
支援を必要とするＤＶ被害相談者からの電話相談及び電話
予約による面接相談を行っています。 
あなたの大切な人が困っている時には、こちらの専用ﾀﾞｲﾔﾙを
ご紹介ください。ひとりで悩まず、まずはお電話を。 
 
【時間】8：30～17：00（土日祝日・年末年始を除く） 
【電話】017(734)5318 

 
 

 

＜発行＞ 

青森市市民生活部人権男女共同参画課 
 
〒030-8555 青森市中央 1-22-5 
☎ 017(734)2296 FAX 017(734)5765 
 

＜企画編集員＞ 

山口睦子・田中真紀(NPO 法人あおもり男女

共同参画をすすめる会)、 
堀内美穂(NPO 法人ウィメンズネット青森)、
千代谷直美(企画集団プティジュール) 

 
●カダール託児室● 

 
青森市男女共同参画プラザ「カダール」で
の催事や青森市民図書館の利用のほか、中
心市街地での買い物や通院などの時にも
安心して利用できる施設です。 

 
【託児時間】 9:00～21:30 

（毎月第 2 水曜日を除く） 
【対象】     1 歳 6 か月～就学前   
【料金】    1 時間 600 円（最長 3 時間） 
【お問合せ】 ☎017（776）8800 

         ※前日までに要予約 

 

 
輝きびと 

 
●女性の悩み相談  

カダール相談室● 
 

自分自身の生き方や家族のことでの相談、
配偶者やパートナーからの暴力の悩みな
ど、ひとりで悩まず、ご相談ください。女性に
限らず、男性もご利用ください。 
 
【相談受付時間】9：00～21：00 

（休館日を除く） 
【電話】017(776)8858 
※あらかじめ相談日時を確認してください。 
 

性的マイノリティにじいろ電話相談 

パートナーとの関係、家族や友人との関係、職場や学校のことなど、 
性的マイノリティに関する問題全般について、お気軽にご相談ください。
当事者の方だけでなく、ご家族、ご友人等からのご相談にも応じます。 
秘密は厳守します。 

 

受付時間：毎週火曜日 午前 9 時～午後 9 時 
専用ダイヤル：017-776-8803 

税理士 
三上 広美さん 

 

 

 

 



 

                   

 

 

 

 

 

 

 

「青
森
市
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
2
0
2
0
」

へ
寄
せ
て 

高
山 

貢

（青
森
中
央
学
院
大
学
教
授
） 

 

「青
森
市
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
2
0
2
0
」
は
、
平
成
8
年

「男
女
共
同
参
画
都
市
」
青
森
宣
言
の
基
本
的
な
考
え
方
を
踏
襲

し
、
そ
の
後
の
社
会
経
済
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た
、
よ
り
実
践

的
な
内
容
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

近
年
、
企
業
の
社
会
的
責
任(

C
S
R)

が
強
く
叫
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
自
分
の
事
よ
り
も
お
客
様
の

事
を
考
え
、
み
ん
な
の
事
を
大
切
に
し
て
商
売
を
す
べ
き

・
・
・
、

近
江
商
人
が
大
切
に
し
て
い
た

「売
り
手
よ
し
、
買
い
手
よ
し
、

世
間
よ
し
」
の
三
方
よ
し
の
精
神
を
経
営
理
念
に
活
か
し
た
事
例

が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

男
女
共
同
参
画
社
会
に
お
い
て
も
、
「女
性
よ
し
、
男
性
よ
し
、

社
会
よ
し
」
、
女
性
も
男
性
も
そ
れ
ぞ
れ
が
大
切
に
さ
れ
、
性
別

や
年
齢
な
ど
に
よ
っ
て
活
動
を
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
社
会
の

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
活
躍
で
き
る

「三
方
よ
し
」
社
会
、
こ
う
し
た

男
女
共
同
参
画
社
会
が
こ
れ
か
ら 

の
世
の
中
を
明
る
く
し
、
元
気 

に
で
き
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。 

よ
り
よ
い
男
女
共
同
参
画
社
会 

の
実
現
に
向
け
、 

一
緒
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。 

 

 

     

特 集 

本
市
の
男
女
共
同
参
画
の
現
状
と
課
題
を
踏
ま
え
、 

平
成
28
年
2
月
、
市
で
は
新
た
に 

「青
森
市
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
2

0

2

0

～
あ
な
た
と
私 

と
も
に
創
る 

元
気
都
市
あ
お
も
り
～
」を 

策
定
し
ま
し
た
。 

 

男女共同参画社会の実現のための 

              意識改革・理解促進 
主な取組   

（1）男女共同参画意識のさらなる浸透 

（2）男性、子どもにとっての男女共同参画の理解の促進 

（3）多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

 

●さらに意識改革を！ 
あらゆる場面において、男女共同参画が実現 

するよう、さらなる意識啓発と理解の促進を。 

労働環境における男女共同参画の促進 

主な取組 

（1）ワーク・ライフ・バランスの実現 

（2）雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

（３）農林水産業等における男女共同参画の推進 

 
●ワーク・ライフ・バランスを！ 
家庭において男女が協力しあって、家事・育児を 

担うことも重要。 

地域生活における男女共同参画の推進 

主な取組 

（1）地域における男女共同参画の実践 

（2）生涯を通じた健康支援 

 

●みんなが元気に暮らせるまちを！ 
赤ちゃんから高齢者まで身近に暮らす地域のつながりを

大切に支えあえる社会。いざという災害時、出産を控えた

女性、子どもたち、高齢者等、男女共同参画の視点に立 

った地域活動を広げていきましょう。 

 

主な取組 

（1）個と人権の尊重 

（2）女性に対するあらゆる暴力の根絶 

 

●暴力がない誰もが尊重される社会を！ 
私は、私を大切に思うのと同じ重さで、あなたを思う。 
相手を思いやる気持ちさえあれば、ＤＶやセクハラなんて
起こらない。 

日本では長い間、性別による固定的な役割分担意識がありました。 

私たちの周りであったことを覚えていますか？  

 

男の子なんだから、 

泣いちゃだめよ。 

男性が介護していると

「ご立派ですね」。 

女性が介護するのは 

「当然」。 

家事と育児は母親

だけの仕事。 

女子に勉強は 

いらない。結婚

すれば学問より 

家事や育児が 

大事。 

 

 

 

【基本方向 4】 【基本方向 3】 

【基本方向 1】 

【基本方向 5】 

そして今・・・ 

内閣府による平成 28 年実施の「男女共同参画社会に関する世論調査」 

 

①女性が職業を持つことについて 

・子どもができても、ずっと職業を続ける方が良い 

 男性 52.9% 女性 55.3% 全体 54.2% 

※全体の数値でも、男女別の数値でも、揃って 50%超えたことは初めて！！ 

②「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考えについて 

＜男女計＞賛成 平成 24 年 51.6% ＜男女計＞反対 平成 24 年 45.1% 

                 平成 28 年 40.6%                平成 28 年  54.3% 

※固定的性別役割分担意識を問う質問では、「賛成」は 40.6%と、過去最少の割合

となりました。 

③男性が家事、育児に参加するために必要なこと(複数回答可) 

・夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること 59.4% 

・職場における上司や周囲の理解を進めること 57.0% 

・男性自身の抵抗感をなくすこと 57.0% 

④女性が地域のリーダーになるためには、 

・男性の抵抗感をなくすこと 52.1% 

・社会の中で評価を高めること 39.9% 

・女性自身の抵抗感をなくすこと 39.7% 

【基本方向 2】 

男女共同参画の視点に立った行動改革 
 

主な取組 

（1）政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

（2）男女共同参画の視点に立った協働の推進 

 

●積極的に女性登用を！ 
女性の登用は上昇傾向であるが、あらゆる分野において

女性の意見を積極的に取り入れていくために、まずは、 

女性が様々な分野で登用されることが必要。 

 

 
★「青森市男女共同参画プラン 2020」は市のホームページでご覧いただ
けます。またカダール（男女共同参画プラザ）とアコール(働く女性の家)
にも備え付けています。 

男女平等と人権の尊重 

 

これまでと比べ、男女ともに「男女共同参画」に関する意識が変わって 
きていることがわかります。 

プラン検討委員会

議 長 


